
第２１章．協力及び能力開発 

 ＴＰＰ協定の実施及びＴＰＰ協定の利益の増大を支援するための協力及び能力開

発の活動であって経済成長及び開発を加速させることを目的とするものを行い、強

化する旨を規定するほか、協力及び能力開発を行う分野、小委員会の設置、締約国

間の開発の水準の相違を認めた資源の提供等について規定している。なお、協力及

び能力開発章の規定の下で生ずる事項については、紛争解決章の規定による紛争解

決の対象外とすることを規定している。 


